
ふくおか県芸術文化祭2024　参加事業

〒838-0068　福岡県朝倉市甘木198番地1　（朝倉市総合市民センター内）

朝倉市教育委員会 文化・生涯学習課　　TEL：0946-22-0001　　FAX：0946-23-0697

事務局

朝倉市美術展実行委員会

朝倉市教育委員会 / 甘木連合文化会 / 朝倉市美術協会

朝倉市 / 筑前町 / 福岡県美術協会

朝倉医師会 / 朝倉市議会 / 朝倉ライオンズクラブ / 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合 /

甘木ロータリークラブ / キリンビール㈱福岡工場 / 高鍋町文化協会 / 筑前町文化協会 /

㈱ブリヂストン甘木工場　（五十音順）

共催

後援

協賛

主催

搬 入

会 場
(搬入場所 )

出品資格 福岡県内に居住または通勤・通学する者 　※中学生以下を除く

　10月26日(土) ▶ 10月27日(日)
〔時間〕9時から17時まで　※時間厳守

朝倉市総合市民センター（ピーポート甘木）　２階

　住所：朝倉市甘木198番地1

第65回 （令和6年度）

朝倉市美術展は、美術各分野の創作活動を推進し、作品鑑賞の機会を
提供することによって、地域文化の振興と普及を目的として開催します。公 募

朝倉市美術展
応募要項

大賞（賞金10万円）、朝倉市長賞、朝倉市教育委員会賞、
甘木連合文化会賞、福岡県美術協会賞、朝倉市美術協会賞、他

応募部門 日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真・デザイン

会 期

令和６年

　11月15日(金) ▶ 11月24日(日)
〔時間〕10時から17時まで

出 品 料 1部門につき1,000円（学生は500円）　※部門ごとに1人2点まで

※必ず、作品裏側右下に天地が分かるよう作品票を貼り付けてください。
※搬出入の費用は出品者負担とし、梱包材等は各自で用意してください。

表 彰
※審査結果は、出品者全員に郵送にて通知します。
※大賞と市長賞の受賞作品は、会期後にも作品をお預かりすることがあります。



※部門ごとに1人2点までとします。　※本人が創作した未発表作品に限ります。

寸法：8号～100号
表装：額装・軸装

寸法：10号～100号（版画は15cm✖20cm～100号）

表装：額装

寸法：等身大程度まで・100kg以下

寸法：等身大程度まで・100kg以下（平面作品及び壁画は10kg以下）
　　　（小さな作品は台紙に添付明記し、1点とする）

寸法：制限なし（小さな作品は台紙に添付明記し、額装すること）
表装：額装・軸装・巻物・屏風・折帖
種類：漢字・かな・調和体・てん刻
　※規定用紙にて釈文を提出すること（裏面に貼り付けないこと）

寸法：半切～全紙（A3ノビ可）
表装：黒マットパネル貼り

寸法：四ツ切以上
表装：パネル貼り

第６部

写真
第７部

デザイン

第３部

彫刻
第４部

工芸
第５部

書

日本画

第１部

第２部

洋画

５． 作品の展示は入選作品のみとします。

６．

搬出入の費用は出品者負担とし、梱包材等は各自で用意してください。なお、使用した梱
包材等は原則として持ち帰り、会期中、会場に置いたままにしないでください。
また、搬出入を第三者(業者等)に依頼する場合は、必ず指定日時での搬出入とするように
十分に確認・依頼してください。

３．

◎
出
品
上
の
注
意

著作権・肖像権上の問題については出品者が対応するものとし、主催者は責任を負いませ
ん。なお、当該作品は入賞取消や展示中止とすることがあります。

８．

第６部(写真)の入賞作品は、ネガ・ポジ・データ等の提出を求める場合があります。

７．
次の作品は出品できません。
　ガラス製品で表装した作品
　移動・展示・保管が困難な作品（生物・危険物・壊れやすいもの等）

９． 不慮の災害等による作品の汚損・破損等については責任を負いません。

１． 出品規定に反する作品は受け付けません。

必ず、作品の裏側右下に、天地が分かるように作品票を貼り付けてください。
また、原則として展示用の吊り紐も取り付けてください。

２．

４．
出品申込書における「サイズ」は表装を含む作品の大きさをご記入ください。
立体作品の場合は、横幅・奥行・高さ(cm)のサイズをご記入ください。

※期間厳守。期間後の作品保管については責任を負いません。
※「作品預かり証」を必ず持参してください。

搬 出 展示しない作品　　審査結果通知に記載する期間

展示された作品　　11月24日(日) 17時　▶　11月26日(火) 13時

11月24日(日) 15時　　朝倉市総合市民センター 視聴覚室

11月24日(日) 16時　　各展示会場

表 彰 式

ギ ャ ラ リ ー ト ー ク

講 評 ※賞の選定を行った朝倉市美術協会会員が、それぞれの専門的な視点から、
　作品の講評・解説を行います。

◎
出
品
規
定

主催者は、出品作品を撮影し、市ＨＰ等に掲載することができるものとします。
また、本美術展の広報に有意と認められる場合に限り、報道機関等が出品作品を掲載する
ことを許可します。

10．

主催者が必要と認めた場合に限り、取材目的の者等に出品者の情報を提供できるものとし
ます。なお、当該目的以外には使用しないよう、厳正な取り扱いを指導します。

11．


